


















大学における安全保障輸出管理上の
の該非判定体制の構築

山形大学大学院

理工学研究科

足立 和成

留学生や外国人研究者等への技術提供
が大学の安全保障輸出管理の主な対象

企業とは異なり、「貨物」の輸出に関わるものは少
ない上、教育や学術交流上の配慮が求められる点
で、輸出管理担当適任者を、安易に企業等での輸
出管理経験者に求めることはできない。

短期間滞在する外国研究者（外国人研究者ではな
い）等の受入れに関してすら、その身元確認体制
が整備されている大学は、殆どないと思われる。
留学生等の人権や教学上の問題に配慮しつつ、
彼らへの技術提供における輸出管理を効果的に
行うのは至難の業である。



大学における安全保障輸出管理対象
の広範さと多様さ

大学における研究が関わる技術分野は、企業が取り
扱う技術分野とは比較にならない程広く、かつ深い。

しかも、大学における研究自体は学際化が進行して
おり、それに関わる技術情報の管理をさらに困難にし
ている。そのため単純な「濃淡管理」では対応が難し
い。分かり易い極端な例としては、文学部考古学科（
！）における遺跡探査装置（地中探査レーダーやフラ
ックスゲート磁力計、地中音響探査用の超磁歪素子）
及びその技術等があげられる。

純然たる貨物の場合でも、特殊なものが珍しくない。

大学における該非判定

複雑なものになりがちな大学の安全保障輸出管理
においても、該非判定（リスト規制判定）だけは、そ
の対象が貨物等省令に明示された技術的仕様を満
たすものだけなので、比較的単純。

リスト規制技術の輸出自体が大学では少数で、該
非判定のための体制構築自体は、それほど困難で
はない。

しかし大学においては、その対象となる技術分野は
ほぼ無限の広がりを持つことになるため、実務的な
問題がそこに生じる。



大学における該非判定における
実務的な問題点（１）

実際に輸出業務を行う、その分野の専門家である教
職員（教員及び技術職員）の主張を検証できる人物
は、少なくとも当該分野の基礎的な専門知識を身に
付けた者でなければならないし、さもないと的確な該
非判定はできない。

大学で行われている研究に関係する技術分野は、
広範かつ高度であり、少数の輸出管理担当者だけ
で全ての分野の該非判定を行うことは、不可能（全
研究分野の基礎的な専門知識を持つ者などいない）
。

大学における該非判定における
実務的な問題点（２）

事務職員が人事ローテーションに従って、兼任の
安全保障輸出管理担当者として該非判定に携わっ
ている場合などは、輸出業務を行っている教職員
の意見をそのまま認めるしかないことも多い。

１年から数年単位の任期付きで雇用されている安
全保障輸出管理担当者も、自らの再雇用を考える
と、有力な教授や役員などの主張に異は唱えにく
い。そうしたところからの圧力があると、教職員から
の「非該当」「許可申請不要」との主張を検証して逆
の判断を下すのは、学内政治的にも至難の業だ。



大学における該非判定における
実務的な問題点（３）

国際交流が盛んで、留学生の受け入れや海外出
張などが多い大学だと、多数の案件（年間３００件
以上）の効率的な処理が必要になることも珍しくな
い。そうした多忙さが正確な判定を困難にしてい
る。

山形大学（米沢キャンパス）における
輸出管理体制（１）

これまで指摘してきた実務的な問題点を解決すべ
く山形大学工学部のある米沢キャンパス（全学的な
ものにはなっていない）で現在採用されている安全
保障輸出管理体制体制を事例として紹介する。

これは、該非判定に関わる技術情報の専門性に
鑑み、輸出管理部署である米沢キャンパスコンプラ
イアンスの室員に任命された、工学部の各分野の教
員９人（常勤）が、該非判定の確認にあたる体制で
ある。当室は、利益相反審査を行う部署でもあるた
め、人材の特定類型該当性の判断も比較的し易い。



山形大学（米沢キャンパス）における
輸出管理体制（２）

米沢における安全保障輸出管理の流れ（その１）

①輸出業務に携わる教職員から「事前相談シート」（決
裁書類ではなく、押印欄や署名欄などはない。）を工学
部企画総務担当への提出。

②提出された「事前相談シート」の記入事項や添付書類
を同担当が確認の上、これをコンプライアンス体制整備
室員全員に、電子メールで一斉に送付。

③コンプライアンス体制整備室の副室長が「事前相談シ
ート」の内容に基づき、室員の中から最適な判定担当者
を指名し、それを電子メールを室員全員に通知。

山形大学（米沢キャンパス）における
輸出管理体制（３）

米沢における安全保障輸出管理の流れ（その２）

④指名された判定担当者は、提出者による「事前相
談シート」の該非判定欄を検証した上で、該非判定及
びキャッチオール規制対応の必要性を検討。その過
程で、必要に応じて、当該輸出業務に携わる教職員
へのヒアリング等の追加調査も行う。最終的に当該
輸出業務に経産大臣への許可申請の必要があるか
否かを判定。その理由を記載した「事前相談シート」
判定書（定型の書式はない）を作成して、それを全室
員に電子メールで送付。



「事前相談シート」の記入例

「事前相談シート」判定書の例



山形大学（米沢キャンパス）における
輸出管理体制（４）

米沢における安全保障輸出管理の流れ（その３）

⑤「事前相談シート」判定書の妥当性を副室長が判断
し、問題がなければその旨を全室員に電子メールで通
知。室員からの異議がなければ、判定書に従って当該
案件を処理。

⑥同判定書に問題があると副室長が判断した場合は、
やはり電子メールで室員全員にその旨を通知しつつ、
判定担当者に善処を求める。副室長の判断に異議が
あった場合も同様に、室員全員にその旨を通知しつつ
副室長が善処する。

山形大学（米沢キャンパス）における
輸出管理体制（５）

米沢における安全保障輸出管理の流れ（その４）

⑦判定書で経産大臣への許可申請が必要と判断され
た案件（滅多にない。過去数件。）のみ、「取引審査申
請書」（責任部署・責任者の署名・押印欄のある決済書
類）の提出を、輸出業務を行う教職員に求める。



山形大学（米沢キャンパス）における
輸出管理体制（６）

米沢における安全保障輸出管理の流れ（その５）

⑧「取引審査申請書」の申請内容の１次判定は、
米沢キャンパスコンプライアンス体制整備室で行
い、同「申請書」の1次判定欄にその結果を記載。
経産大臣への許可申請が必要な場合のみ、全学
の安全保障輸出管理委員会で２次判定を行い、
同２次判定欄にその結果が記載され、それが当該
案件の取扱いの最終的な決定。

山形大学（米沢キャンパス）における
輸出管理体制の特徴（その１）

多くの輸出業務案件（今年度推計４００件以上！）
の迅速かつ的確な判定を実現するために、専門分
野（それだけではない）等の観点から当該案件に最
適と思われる人物を室員から一人判定担当者とし
て指名して、それに専念させる。

各案件の該非判定に直接かかわるのは、判定担当
者と副室長だけだが、そのプロセスの全てが、コン
プライアンス体制整備室の9人の室員全員に電子メ
ールを通じて共有されているので、恣意的な判断は
生じにくい。



山形大学（米沢キャンパス）における
輸出管理体制の特徴（その２）

入室したばかりの若手の教員でも、他の（特にベテラ
ンの）室員の「事前相談シート」判定書を一斉メールを
通して、数多く見ることで、該非判定を含む安全保障
輸出管理の能力を、OJTの形で早く身に付けられる。
輸出業務に携わる教職員とっては、該非判定に必要
な当該分野の専門知識を十分にもった、職場の同僚（
同じ学科の場合も）が担当者として審査するため、申
請者の教職員もいい加減な内容の「事前相談シート」
や「取引審査申請書」は出しにくく、またヒアリングなど
の調査活動に対しても協力的になり易い。

山形大学（米沢キャンパス）における
輸出管理体制の特徴（その３）

「事前相談シート」の判定に最適な担当者を室員で
ある教員の中から指名し、その判定書の内容を説
得力をもって評価できる指導者が少なくとも１名い
ないと、この体制は維持できない。この指導者は、
技術分野全般をごく大まかに把握できるような、知
的背景の広がりを持つ者であることが望ましい。

若手室員で該非判定にあたる者も、研究能力に長
けた者でないと、ベテランの教員へのヒアリングなど
ができず、やはり迅速かつ的確な該非判定は難しく
なってしまう。



奈良先端科学技術大学院大学に
おける輸出管理

―該非判定の側面から―

奈良先端科学技術大学院大学
研究推進機構 研究推進部門

URA 中塚祐子

1

奈良先端科学技術大学院大学（NAIST）の紹介

1991年創立
学部を置かない国立の大学院大学

所在地
奈良県生駒市高山町8916-5
（けいはんな学研都市の奈良県側）

組織
1研究科3領域
情報科学領域・バイオサイエンス領域・
物質創成科学領域
融合研究も推進
データ駆動型サイエンス創造センター・
デジタルグリーンイノベーションセンター・
メディルクス研究センター

2
公式マスコットキャラクターNASURA

Here!
大阪府

京都府

奈良県



奈良先端科学技術大学院大学（NAIST）の紹介

構成員（2024年5月1日現在）
教員数 301人（ポスドク含む）
職員数 343人
学生数 1185人
留学生数 301人（留学生比率25.4%）
研究室数 68研究室（主に学生を受け入れる基幹研究室）

NAISTの特徴
理系
小規模
3分野のみ

3

1人でもギリギリ全分野の
該非判定をカバーできる

技術の分かる担当者がいなかったため、URAを投入

NAISTの安全保障輸出管理体制

4

輸出管理最高責任者
学 長

輸出管理統括責任者
研究担当理事

輸出管理責任者
事業推進部長
輸出管理担当者
【相談・報告受付窓口】
研究協力課長

研究協力課研究企画係

輸出管理に関係する部署
企画総務課、教育支援課、
研究協力課、国際課、
人事課、会計課、
研究推進機構、
教育推進機構 等

違反事実の報告

取引審査結果報告 取引審査結果通知

連携

教職員・学生

相談対応
手続き支援
結果通知

海外研究機関等国際交流
活動

相談
事前確認シート提出
取引審査票提出

国
（経済産業大臣）

輸出等
許可

取
引
の
承
認

又
は
不
承
認

取
引
審
査教

育

事
前
確
認

輸出等
許可申請

取
引
審
査

の
申
請

取
引
審
査
の

要
否
の
判
定

重要事項の最終的な決定
違反に対する再発防止策の構築

外 部 機 関 等
・学内研修会
・輸出管理相談 等

連携



NAISTの安全保障輸出管理体制

担当者内での分担
事務職員が法律面、URAが技術面を担当している。

安全保障輸出管理サポート教員
各領域に1-2名アサインされており、技術面で困った時は助けを求められる。
副領域長が担当しており、研究リスクマネジメント委員会の委員でもあるので、
教員側が真剣に取り組もうとしていることが表れている。

誰が該非判定しているか？
手続きとしては、各教員が該非判定を行う。
実態はURAが1人で行っている。
担当URAの専門分野は無機化学、固体化学。

5

NAISTの安全保障輸出管理体制

1人でどこまで頑張れるか

6
大学ごとの論文が出版されている分野 SciValより

NAIST 総合大学の例

担当URAの
専門分野

分野が広すぎる…
何とか馴染みの
ある分野

馴染みがない
ので勉強

大学の研究分野が少ないおかげで何とかカバー



スムーズな該非判定のために

教員にフリーハンドで書いてもらうと、「学術指導なので提供技術はない」
などと書かれた事前確認シートが上がってくる。
研究の目的
研究対象（物質）
研究手法

を押さえた書き方をしてもらう。

研究目的：新規コンピュータアーキテクチャの設計、植物の高温耐性の
メカニズム解明、新規蛍光材料の創製など
研究対象（物質）：回路、遺伝子組み換えシロイヌナズナ、
有機半導体薄膜など
研究手法：シミュレーション、CRISPR-Cas9、スピンコートなど

7
疑問点があればヒアリングで掘り下げる

スムーズな該非判定のために

掘り下げ方の例
「どのくらいの性能を狙っていますか？」→設計・製造に必要な技術かどうか
「新物質ですか？」 「構造式をください」 →爆発性、毒性がないか
「そのプログラムがないと（ロボットは）動きませんか？」
→使用に必要なプログラムかどうか
「測定装置を可能な限り書いてください」→質量分析や電子顕微鏡がないか

その分野での標準あるいは王様のような材料、装置を覚えておくと話しやすい
半導体のシリコン、コンデンサ材料のチタン酸バリウム、N社のGPUなど

該非判定は貨物から？技術から？
はみ出し技術の話ではなく、有機合成や遺伝子組み換えの手技自体は
該非判定できるのかという問題がある。
→困難なので、まずは対象物を確定させるのがやりやすいと思われる。

8



事例紹介

当日投影のみ

9

機微技術調査と濃淡管理

10

審査件数が加速度的に増加したため、各研究室が保有する貨物・技術を
予め把握し、審査に軽重を付けて、スムーズな審査を目指す

① 説明会の開催

② 全研究室に対してアンケートを実施

③ アンケート内容の精査

④ ラボガイド、研究室HPで研究内容の確認

⑤ 研究室ごとにヒアリング

⑥ リスト規制技術を保有している研究室は濃、
保有していない研究室は淡に分類

アンケートを取ろうとしたら
「何のための調査か」と
お叱りの電話が来る

教員の回答を鵜呑みにしない

ヒアリングに行って喜ばれることも



機微技術調査と濃淡管理

11

濃淡リスト規制技術リスト規制貨物研究室名
濃はみ出し技術X項(Y)

xyのプログラム
×A研究室

淡××B研究室
淡×2項(3)

重水、重トルエン
C研究室

濃A項(B)
abcの装置の制御プログラム

A項(B)
abcの装置

D研究室

淡××E研究室

濃淡管理表のイメージ

調査後は？
• 誰でもある程度目星が付けられるようになった。
• 工数というより気持ちが楽。
• 先生方とじっくり話せたので、輸出管理への理解が全体的に進んだ。

ご清聴ありがとうございました！
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芝浦工業大学（SIT）での
該非判定方法のご紹介

Copyright (c) 2024 Shinichi Takahashi, SIT 1

芝浦工業大学
研究推進部・研究推進課
高橋 真一

体制
・内部管理規定は、『安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）第四版』の中小
規模大学の例に沿って制定し、教職員等が該非判定を行うことになっている。

・実際は、職員2名（事務職員（技術職員ではない））が全ての案件の該非判定（案出し）を行っており、
結果を教員に説明し合意を取っている（ダブルチェックと判定）。

・この職員2名は、企業での輸出管理の経験者で、該非判定も行っていた。
企業での該非判定は、多くが限られた範囲の貨物であり、技術の判定の経験値は高いとは言えない。
但し、1名はSTC Expertを取得している。

・有償サービス、ソリューションシステム、などは使用していない。

この状況、リソース（人、モノ、カネ、コネ）で、全ての案件の該非判定を行う方法を考える。

Copyright (c) 2024 Shinichi Takahashi, SIT 2



該非判定の方法①（全体的な視点から）
出来ることは事前にやっておく。

①ー１ 全研究室の該非判定

○○研究室

工作機械N

レーザーL

金属M

高分子P

触媒C

試薬R

センサーS

測定器A

遺伝子組換
キットY

細菌G

合金Z

電子顕微鏡E

設備など 材料など 途中経過・結果 技術

化合物W

生成物X

論文T

データD

ノウハウK

ファイルF

公知

貨物と主に
使用の技術

で判定

貨物と主に
使用の技術

で判定

貨物と設
計・製造・
使用の技術

で判定

設計・製
造・使用の
技術で判定

「組織内で、保有している技術や貨 物
を適切に管理できるよう、規制技術や
貨物、その所在等を、あらかじめ把握
しておくことが推奨されます。」
（『ガイダンス』）に相当。

共通機器センターの設備は、ほぼ完了。
研究室のリスク区分も完了。
ハイリスク研究室から着手。

（学内教育用資料から）

ソフト
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①ー２ 機器類購入時の該非判定用資料の入手

なぜか全く進まない。

該非判定の方法②（案件ごとの判定）
基本的に『大学における該非判定のための手引き書』に準拠

教員ヒアリングの前に、研究計画書などの提出された資
料、関連する論文、ネット検索などから情報収集し、
キーワードを抽出。
合体マトリクスを検索し、該非判定を試みる。
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教員ヒアリング（メール、対面）は、
・判定結果の提示
・不明点の聞き取り、調査依頼
から始め、教員の参画を求める。

事前確認シート等は、
・輸出管理部門
・教員
双方の判定結果欄を設け、合意を明確にする。



キーワードの抽出
研究計画
論文など

抽出の観点の整理
・使用する装置、測定器、ソフトなど
・材料、試薬、入力データなど
・プロセス、途中経過など
・結果、出力データなど
・得られるであろう技術

幅広いキーワードを集める
『手引き書』
『合体マトリクスに掲載されている用語の
同義語、類義語、関連用語（例）』
ネット検索

「読み込む」ことが必要。
よく読んで自分のものとする。（goo辞書）
とにかく一通り理解する。不明な用語はネットを活用。

・論文などの読み込みは、数をこなせば慣れてくる。
・法令集、貨物・技術リストは、解釈を含め読み込んでおく。
（規制項目数は3,000弱らしい。）

Copyright (c) 2024 Shinichi Takahashi, SIT 5

貨物の判定
（はぐれ技術の仕様の部分の判定含む）

基本的に『大学における該非判定のための手引き書』に準拠

貨物等省令の仕様と、貨物の仕様との照合。

貨物の仕様が不明な場合の対応が課題。
（実例で紹介します。）
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設計、製造、使用の技術の判定

使用する装置、測定器、ソフトなど
材料、試薬、入力データなど
プロセス、途中経過など
結果、出力データなど
得られた技術

主に外部から購入 使用の技術は規制されていないか？

設計、製造、使用の技術を見る。

前頁の貨物の仕様が不明な場合、技術の判定も不定となってしまう。
（実例で紹介します。）
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当日投影のみのスライドで、実例の紹介を致します。
スライドは3枚の予定です。

当日投影のみ



キーワード、ノウハウの蓄積、再利用
研究計画
論文など

キーワード
抽出

判定
ノウハウ

あくまで個人で利用だが
個人のパワーには限度

合体マトリクス
検索

+英訳

DB化

規制対象ワード

キーワードで
論文などを検索
（検索方向が逆）

grepでは遅すぎる？
用語のぶれにどう対応？
AIが利用できる？

+英訳

同義語、類義語、関連用語（METI）
（83の法令上の用語に対応）

化学物質読替え3項（METI）

化学物質読替え1,4,14項（群馬大伊藤先生）

検索プログラム
（自作）

ノウハウが利用できる
判定漏れを軽減できる

判定が出来るわけではない
人による判定は不可欠
悪用されないか？
責任が問われないか？

いずれAIが行う時が来る（だろう）。
その数年前までに、AI相当のレベルに
引き上げないと致命的？
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